
船舶職員及び小型船舶操縦者法により、禁止されています！ 

第 6 9 号 
平成 3 0年 6月     マリレ情報よろず屋 

 宮 城 県 塩 釜 市 貞 山 通 3 - 4 - 1 

（ 代 表 ） 0 2 2 - 3 6 3 - 0 1 1 1 

（ 直 通 ） 0 2 2 - 3 6 5 - 9 6 0 9 

第二管区海上保安本部 海の安全推進室 
 宮 城 県 塩 釜 市 貞 山 通 3 - 4 - 1 

（ 代 表 ） 0 2 2 - 3 6 3 - 0 1 1 1 

（ 直 通 ） 0 2 2 - 3 6 5 - 9 6 0 9 

マリレ情報よろず屋URL>>> http://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/yorozuya/index.html 

検 索 マリレよろず 

第二管区海上保安本部 海の安全推進室 

マリンレジャーの季節到来！ 
ルールとマナーを守りましょう！ 

水上オートバイでのマリンレジャーが活発化することに伴い、 毎年７月から9月

にかけて事故が多く発生し、特に、無謀な操船等による衝突や、経験不足による

事故の割合が高い傾向にありますので、安全運航に注意しましょう。 

第 ２ 案  

案  

遊泳者への配慮 

酒酔い等・危険操縦の禁止 

大事なことです！ 
必ず守ってね！！ 

海水浴場の遊泳区域付近で操縦することは、遊泳者を巻き込 
むおそれがある大変危険な行為ですので絶対にやめましょう。 



海の安全情報スマホ版サイト 
（沿岸域情報提供システム） 

マリレ情報よろず屋 
～バックナンバーはこちら～ 

事 故 事 例  

 Ａさんは、普段乗っている水上オートバイより馬力
の大きい水上オートバイを飲酒のうえ操縦し、岩礁
へ衝突、頭を強く打って死亡しました。 

 目撃者によれば、猛スピードで遊走していたとのこ
とです。 

水上オートバイの安全運航について、 
詳しくは「Water safety Guide」をご参照ください! 

ウォーターセーフティガイド 検索 

①海の事件・事故は緊急通報ダイヤル１１８番まで！！  

海の事故ゼロキャンペーン 7/16～7/31の間実施します!! 

③連絡手段の確保！ ②ライフジャケットの常時着用！ 


